
会  告 

 平成 28年 3月 

公益社団法人日本臨床細胞学会理事長   青木 大輔 

公益社団法人日本臨床細胞学会評議員選出委員会委員長  佐藤 之俊 

公益社団法人日本臨床細胞学会評議員選出について 

会誌第54巻6号においてお知らせいたしましたように、本年（平成28年）は次期役員選出の年

となります。 

まず、次期評議員の選出を行いますので、次期評議員に申請されます方は申請書と必要な添

付書類を評議員選出委員会に提出することが必要です。 

申請者は平成28年3月25日（金）以降、学会ホームページ（http://jscc.or.jp/）をご覧の上、

必要な手続きをお取り願います。 

評議員選出に関しては定款・施行細則の以下の項をご参照願います。 

「第３章 評議員」 

「公益社団法人日本臨床細胞学会評議員選任に関する施行細則」 

＊評議員申請資格 

・2015年12月31日時点で正会員であり、日本臨床細胞学会所属歴５年以上（2010年12月30日

以前の入会者）

・立候補の時点で正会員であること

・平成28年度までの年会費を完納していること

・2017年3月31日時点で年齢が65 歳以下（1951年4月1日以降誕生日の方）

・検査士評議員は細胞検査士の有資格者であること

・日本臨床細胞学会機関誌の査読者となることを承諾すること

＊申請書受付期間 平成28年4月1日（金） ～ 平成28年4月22日（金）必着 

＊申請対象期間 平成25年1月1日 ～ 平成27年12月31日 

実際の申請書や注意事項等、詳細は3月25日（金）以降学会ホームページに掲載いたします。 



公益社団法人日本臨床細胞学会定款・施行細則抜粋 

 

第３章 評 議 員 

第３条 評議員は理事長の諮問に応じて本法人の重要事項を審議する．評議員の選出は評議員選

出委員会にて行い，理事会にて決定する． 

２ 評議員選出委員会に関する事項及び会員が評議員に選出される被選任条件については評議

員選任に関する施行細則による． 

３ 評議員の任期は２年とし，再任を妨げない． 

４ 評議員は，特別な事情が生じたときは理事会及び評議員会の議決により，理事長がこれを

解任することができる． 

 

 

公益社団法人 日本臨床細胞学会 評議員選任に関する施行細則 

  

第１章 評議員の被選任条件 

第１条 評議員に立候補する者は選出の時点で次の事項に定める条件を備えた者とする． 

 １．評議員選出年度の前年度の12月31日において正会員であり, その時点で5年以上引き続き本

法人会員であり，立候補の時点で本法人正会員であること． 

 ２．会費を完納していること． 

 ３．学会が公示した被選任のための業績目録を提出していること． 

４．評議員は選出年度の3月31日現在満65歳以下の者とする． 

５．検査士評議員は本法人及び日本臨床検査医学会（旧日本臨床病理学会）認定の細胞検査士

の資格のある者とする． 

６．本法人機関誌の査読委員に就任することを承諾する者であること． 

 

第２章 評議員選出委員会 

第２条 理事会は次に定める基準により評議員選出委員会委員長並びに委員（以下選出委員長並

びに選出委員と略記）を選出し，評議員選出委員会を組織する． 

第３条 選出委員は次の各項に定める基準により選出する． 

 １．理事長が指名する副理事長 1名（選出委員長） 

 ２．総務担当理事 2名 

 ３．専門分野別委員 

 １）婦人科系からの委員 5名 

 ２）その他の領域からの委員 7名 

 ３）細胞検査士 2名 

４）その他委員会が定める者 若干名 

第４条 選出委員は評議員改選の前年度に選出され，任期は新評議員選出終了までとする．選出

委員に欠員が生じた場合は前条の規程により補充する． 

 



第３章 評議員の定数 

第５条 評議員の定数は全正会員数の8％を越えないものとする． 

第６条 理事長は選出委員会にて選出された評議員のほか，特に必要と認めた若干名につき理事

会の議を経て評議員を委嘱することができる． 

 

第４章 評議員立候補のための申請書 

第７条 評議員に立候補しようとする者は，所定の期日までに，別に定める申請書を選出委員会

に提出しなければならない．申請書提出の期限は別に定める．なお，その期日に属する主たる都

道府県を1つ登録しなければならない． 

第８条 評議員立候補者の業績基準は，附則に定める． 

 

第５章 施行細則の変更 

第９条 この施行細則の変更は理事会の承認を経なければならない． 

 

附 則 

１. 関連学会，雑誌の採択及びその業績の評価は選出委員会にて行う． 

２. 評議員被選任のための業績基準は次の通りとする． 

正会員の期間になされた研究，学会活動などにつき，以下に定める基準に基づき，過去3年間の合

計単位を業績の基準とする． 

１）研究活動について 

A）学会発表 

 イ）本法人春期大会，同秋期大会における一般演題 2単位 

 ロ）同上学会における会長講演，特別講演 5単位 

要望講演，教育講演，シンポジウム演者，ワークショップ演者，スライドセミナー出題

者 3単位 

 ハ）各科関連学会で発表した臨床細胞学及び関連した腫瘍等に関する演題 1単位 

ニ）イ）～ハ）については，国際学会は1単位追加，地域都道府県及び関連学会は1/2，共

同発表者は1/2の単位とする． 

 B）論文 

 イ）本法人雑誌に発表された 

 総説・原著 4単位 

 症例報告 2単位 

 欧文は1単位加算 

 ロ）各科関連学会雑誌等に発表された臨床細胞学及び関連した腫瘍等に関する 

 総説・原著 2単位 

 症例報告 1単位 

 欧文は1単位加算 

 ハ）臨床細胞学及び関連した腫瘍等に関する著書 

 編集者 3単位 



 分担筆頭者 2単位 

 分担共著者 1単位 

ニ）イ）～ハ）については，欧文は1単位加算 地域都道府県及び関連学会は1/2，共著者

は1/2の単位とする． 

２）学会活動について 

A）本法人春期大会，同秋期大会（細胞検査士部会及び研究部会を含む）における座長 3単

位 

B）本法人が主催する各種講習会 実施委員長 2単位  事務局責任者 1単位 

  ＊事務局責任者の認定は，実施委員長から提出される証明書で行う． 

C）本法人教育委員会が主催するセミナー等 講師 2単位 

３）その他 

A）役員等：理事長5単位，副理事長3単位，理事・監事2単位 

    都道府県責任者3単位，都道府県副責任者1単位，地域責任者3単位 

    評議員,学会委員,幹事すべて1単位 

学術集会長 5単位 

※役員の点数は１年ごとに算定,重複を認める 

B）選出委員会が本学会の発展に貢献したと認定した者 1～10単位 

 注：発展に貢献すると認定できる事例には，例えばIACの役員等がある． 

C）地域及都道府県での単位は，本法人活動の1/2単位とする． 

 D）上記活動に示した単位は筆頭者を基準としたものであり，共同発表者は1/2単位とする． 

３. 審査には学会発行規定用紙を使用し，必要事項を記入し，提出しなければならないが，評議

員選出委員会において必要な資料の提出が求められた場合には速やかに提出しなければならない． 

４. 関連学会，雑誌の採択及び2.1)研究活動につき，A)学会発表ハ)，及び B)論文ロ），ハ）の

単位について，示された単位は原則の単位数とし，評議員選出委員会が提出された資料を基にそ

の都度内容を検討し単位を決定する． 

５. 評議員は業績基準の合計点数の高い順に選出するが，合計単位が同数の場合には，年齢の高

い者が優先される． 

６. 基準単位の変更の検討は評議員選出委員会で行い，理事会で決定する． 

７. 本施行細則は一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団

法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第 106 条第 1 項に定める

公益法人の公益認定を受けた日から施行する． 

８．平成 25年 6月 2日 一部改定施行． 

９．平成 26年 11月 7日に一部を改定し，平成 29，30年度評議員選任時より施行する． 

１０．平成 27年 11月 21日に一部を改定し，平成 29，30年度評議員選任時より施行する． 

 


